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条

例

■群
馬
県
職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
四
十
三
号

群
馬
県
職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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群
馬
県
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
四
十
四
号

群
馬
県
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
四
十
五
号

群
馬
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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群
馬
県
職
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
四
十
六
号

群
馬
県
職
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）

群
馬
県
職
員
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
四
十
七
号

群
馬
県
職
員
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
四
十
八
号

群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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群
馬
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
四
十
九
号

群
馬
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）

群
馬
県
職
員
賞
じ
ゆ
つ
金
授
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
五
十
号

群
馬
県
職
員
賞
じ
ゆ
つ
金
授
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
五
十
一
号

群
馬
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）



23

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
群
馬
県
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
五
十
二
号

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
群
馬
県
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
五
十
三
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）

群
馬
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
五
十
四
号

群
馬
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
五
十
五
号

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）

群
馬
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
五
十
六
号

群
馬
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
五
十
七
号

群
馬
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）

職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
五
十
八
号

職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
五
十
九
号

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）

群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
六
十
号

群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例



34

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）

公
立
学
校
職
員
退
職
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
六
十
一
号

公
立
学
校
職
員
退
職
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



35

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）

群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
六
十
二
号

群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
六
十
三
号

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）



42

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）



43

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
六
十
四
号

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）



44

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）

群
馬
県
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
六
十
五
号

群
馬
県
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
六
十
六
号

群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



45

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）



46

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）



47

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）



48

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）



49

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）



50

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）



51

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
処
遇
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
六
十
七
号

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
処
遇
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



52

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）

群
馬
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
六
十
八
号

群
馬
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
教
育
職
員
免
許
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
六
十
九
号

群
馬
県
教
育
職
員
免
許
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



53

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）

群
馬
県
議
会
議
員
及
び
群
馬
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
七
十
号

群
馬
県
議
会
議
員
及
び
群
馬
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公

営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
七
十
一
号

群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



54

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
七
十
二
号

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



55

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）



56

令和４年１０月２１日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１号）
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